
松本駅周辺地区都市構造再編集中支援事業（長野県松本市）
◆事業概要：本地区は、医療、商業、市役所等の高次の都市機能が数多く集積し、また国宝松本城、まつもと市民芸術館等の歴史・文化施設があり

市民や観光客が多く訪れる場所となっています。その魅力を更に向上させるため、市立基幹博物館等の建設や、地区内に点在する拠点
を有機的に結ぶ道路等の拡幅、歩道整備に伴う高質化を推進し、賑わいのある回遊性の高いまちづくりを進めます。

◆事業主体：松本市 ◆面積：３４４ha ◆交付期間：平成３０年度～令和５年度 ◆立地適正化計画公表時期：平成２９年３月（Ｈ31.3一部改定）
◆全体事業費： ６，７０９百万円 ◆交付対象事業費：６，７０９百万円（国費：３，３５４百万円） ◆国費率：５０％

本年度ver.
まつもとえきしゅ うへんち く

松本城

⑤

■基幹事業（高質空間形成施設）
土手小路整備
Ｒ３年度：工事

■基幹事業（道路）
市道１０５６号線
Ｒ３年度：工事、委託、用地補償
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■基幹事業(地域基盤施設[駐車場])
松本城大手門駐車場平面式駐車場

中町

■基幹事業（高質空間形成施設）
公園通り整備(高質化、地中化)

○関連事業
松本城南・西外堀復元事業

■基幹事業（中心拠点誘導施設[教育文化施設]）
松本市基幹博物館（博物館法第２条第１項）
Ｒ３年度：建築工事

■基幹事業（高質空間形成施設）
内環状北線修景施設(ｽﾄﾘｰﾄﾌｧﾆﾁｬｰ)

縄手六九町

松本駅

駅
西
側

旧開智学校

○関連事業
松本民芸・クラフト体験施設整備

○関連事業
街なか施設整備[観光交流ｾﾝﾀｰ]

■道路事業（街路）
（都）中条白板線整備事業（白板工区）
Ｒ３：工事、用地補償

■道路事業（街路）
（都）中条白板線整備事業（巾上工区）
Ｒ３年度：工事、用地補償

■基幹事業（道路）
市道１２２３号線
Ｒ３年度：工事、委託、用地補償

○関連事業
市道２００２号線
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:  都市再生整備計画の区域

（都市機能誘導区域）

:  居住誘導区域

:  ■基幹事業

：□提案事業

: ○関連事業
（参考）

：R３年度事業箇所

Ｎ

一
級
河
川
田
川

一
級
河
川
奈
良
井
川

■道路事業（街路）
（都）内環状北線整備事業
Ｒ３年度：工事、用地補償

□提案事業（まちづくり活動推進事業）
三の丸地区エリアビジョン
Ｒ３年度：専門家報償費、委託

■基幹事業（街なみ環境整備事業）
お城周辺地区（第２ブロック）
Ｒ３年度：修景整備

■提案事業（地域創造支援事業）
松本駅東西自由通路（消火設備整備）
Ｒ３年度：スプリンクラー設置、委託

Ｒ4.1時点



松本駅周辺地区都市構造再編集中支援事業（長野県松本市）
◆事業概要：本地区は、医療、商業、市役所等の高次の都市機能が数多く集積し、また国宝松本城、まつもと市民芸術館等の歴史・文化施設があり

市民や観光客が多く訪れる場所となっています。その魅力を更に向上させるため、市立基幹博物館等の建設や、地区内に点在する拠点
を有機的に結ぶ道路等の拡幅、歩道整備に伴う高質化を推進し、賑わいのある回遊性の高いまちづくりを進めます。

◆事業主体：松本市 ◆面積：３４４ha ◆交付期間：平成３０年度～令和５年度 ◆立地適正化計画公表時期：平成２９年３月（Ｈ31.3一部改定）
◆全体事業費：６，７０９百万円 ◆交付対象事業費：６，７０９百万円（国費：３，３５４百万円） ◆国費率：５０％

次年度ver.
まつもとえきしゅ うへんち く

松本城

⑤

■基幹事業（高質空間形成施設）
土手小路整備
Ｒ４年度：工事、用地補償

■基幹事業（道路）
市道１０５６号線
Ｒ４年度：工事、委託、用地補償

市役所

北松本駅

伊勢町

飯
田
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小
池
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宮
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■基幹事業(地域基盤施設[駐車場])
松本城大手門駐車場平面式駐車場

中町

■基幹事業（高質空間形成施設）
公園通り整備(高質化、地中化)
Ｒ4年度：工事、用地補償

○関連事業
松本城南・西外堀復元事業

■基幹事業（中心拠点誘導施設[教育文化施設]）
松本市基幹博物館（博物館法第２条第１項）
Ｒ４年度：建築工事

■基幹事業（高質空間形成施設）
内環状北線修景施設(ｽﾄﾘｰﾄﾌｧﾆﾁｬｰ)
Ｒ４年度：工事

縄手六九町

松本駅

駅
西
側

旧開智学校

○関連事業
松本民芸・クラフト体験施設整備

○関連事業
街なか施設整備[観光交流ｾﾝﾀｰ]

■道路事業（街路）
（都）中条白板線整備事業（白板工区）
Ｒ４年度：工事、用地補償

■道路事業（街路）
（都）中条白板線整備事業（巾上工区）
Ｒ４年度：工事、用地補償

■基幹事業（道路）
市道１２２３号線
Ｒ４年度：工事、委託、用地補償

○関連事業
市道２００２号線
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当該地

:  都市再生整備計画の区域

（都市機能誘導区域）

:  居住誘導区域

:  ■基幹事業

：□提案事業

: ○関連事業
（参考）

：R４年度事業箇所
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■道路事業（街路）
（都）内環状北線整備事業
Ｒ４年度：工事、用地補償

□提案事業（まちづくり活動推進事業）
三の丸地区エリアビジョン
Ｒ４年度：専門家報償費、委託

■基幹事業（街なみ環境整備事業）
お城周辺地区（第２ブロック）
Ｒ４年度：修景整備

Ｒ4.1時点



松本駅
まつもとえき

周 辺
しゅうへん

地区（長野県松本
まつもと

市
し

）  
（都市構造再編集中支援事業）  

 
１． 地 区 概 要  

国宝松本城～あがたの森～松本駅で結ばれる中心市街地を網羅する本地

区には、都市機能誘導施設である医療機関や商業施設、市役所本庁舎等の

都市活動を支える高次な機能が数多く集積しています。 

また、「国宝松本城」や「まつもと市民芸術館」、「市立美術館」等の歴

史・文化施設なども数多く立地し、様々な活動の拠点として市民や観光客

が訪れる場所となっています。 

都市の魅力を更に向上させるため、市立基幹博物館等の建設や、地区内

に点在する拠点を有機的に結ぶ道路や小路等の拡幅、歩道整備に伴う高質

化を推進し、賑わいのある回遊性の高いまちづくりを進めます。 

 

 

２． 計 画 内 容  
所 在 地 ： 長野県松本市 

事 業 主 体 ： 松本市 

面 積 ： ３４４ha 

交 付 期 間 ： 平成３０年度 ～ 令和５年度 

事 業 費 ： 全体  6,709.0 百万円 

（国費：3,354.0 百万円） 

事 業 内 容 

 

： 中心拠点誘導施設（基幹博物館）整備等 等 

 
 

当該地区 

市 道 １２２３号 線  

（道 路 ） 

市 道 １０５６号 線  

（道 路 ） 

平 面 式 駐 車 場  

（地 域 生 活 基 盤 施 設 ） 

公 園 通 り 

（高 質 空 間 形 成 施 設 ） 

土 手 小 路  

（高 質 空 間 形 成 施 設 ） 

内 環 状 北 線 修 景 施 設  

（高 質 空 間 形 成 施 設 ） 

基 幹 博 物 館  

（中 心 拠 点 誘 導 施 設 ） 

(都 )内 環 状 北 線  

（道 路 ） 

(都 )中 条 白 板 線 (白 板 ) 

（道 路 ） 

(都 )中 条 白 板 線 (巾 上 ) 

（道 路 ） 

三 の丸 地 区 エリアビジョン 

（まちづくり活 動 推 進 事 業 ）  

＜凡 例 ＞  

基 幹 事 業       

提 案 事 業       

令 和 ３年 度 事 業   

松 本 城  

松 本 駅  

松 本 駅 東 西 自 由 通 路  

（消 火 設 備 整 備 ） 

（地 域 創 造 支 援 事 業 ） 

お城 周 辺 地 区 (第 2 ブロック) 

（街 なみ環 境 整 備 事 業 ）  



様式（１）-①

都市再生整備計画（第４回変更）
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令和４年１月
事業名 確認

都市構造再編集中支援事業
都市再生整備計画事業
まちなかウォーカブル推進事業



目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 344 ha

平成 30 年度　～ 令和 5 年度 平成 30 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体の再編方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための方針）　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

都道府県名 長野県 松本市 松本駅周辺地区

計画期間 交付期間 5

まちなか歩行者数の増加：都市の魅力を高める都市機能を拡充することよって、賑わいを創出する。
中心部５地区の人口増加：「訪れる人」を街なかの回遊に誘い、歴史・文化や自然、商業などに触れる機会を通して、移り住む「住む人」の増加につなげる。
公共交通利用者の増加：自動車中心の社会を転換し、まちづくりと次世代交通政策が連携した歩いて暮らせる集約型都市構造の実現する。

　本市では、松本市総合計画で「健康寿命延伸都市・松本」を将来の都市像として掲げ、「人」、「生活」、「地域」、「環境」、「経済」、「教育・文化」の６ つの健康づくりを一体的に進めている。この総合計画に連なる一つの計画として、平成２８年に策定し
た地方創生総合戦略では、将来的な人口減少や地域経済の縮小に対応することを主眼においた重点施策の一つとして、「コンパクトな都市と賑わいの創出」を掲げ、定量的な目標や取組みを位置付けた。
　平成２２年３月に策定した「松本市都市計画マスタープラン」では、超少子高齢型人口減少社会の進展という社会状況の大きな変化に対応するため、本市の象徴である国宝松本城を中心とした市街地や鉄道駅周辺の交通拠点等に都市機能を集約
し、これらを有機的に結ぶ交通や歩きのネットワークを構築することによる、『歩いて暮らせる松本型の集約型都市構造』への転換の方針を定めた。その具現化に向けて、平成２７年度から「松本市立地適正化計画」の策定に着手し、平成２９年３月に
都市機能誘導区域等を設定・公表し、平成３０年度末までに居住誘導区域等の設定を予定している。
　次に、公的不動産や公共施設のマネジメントについては、ファシリティマネジメントの手法によるインフラ長寿命化の行動計画として「松本市公共施設等総合管理計画」を策定(平成２６年度）し、現在「松本市公共施設等再配置計画（個別計画）」の策
定を進めている。総合管理計画では、持続可能な行財政運営を実現するため公共施設等の２０％削減を目標に掲げて、最適な施設配置を考慮した統廃合等の検討に着手し、統廃合等により生じる公共空地や空床について民間活力の活用や合築等
を視野に入れた都市機能の誘導を目指している。
　また、松本市総合交通戦略（松本市次世代交通政策実行計画、平成２８年４月）や松本市地域公共交通網形成計画（平成２８年２月）との連携を図りながら、過度に自動車に頼らずに、鉄道やバス等の公共交通利用を推進することによって、「歩いて
暮らせる松本型の集約型都市構造」の実現を目指している。
　このような都市全体を見渡した都市づくりの方針に沿って、松本駅周辺地区では、老朽化・狭あい化が進む既存博物館を移転し、市内各所に点在する収蔵機能等を集約した基幹博物館（中心拠点誘導施設）として整備することによって、歴史・文化
や自然に恵まれた本市の魅力を更に向上する。また、博物館移転と一体となって、周辺の小路や通りを歩きたくなる空間として整備とともに、都市計画道整備や交差点改良を推進することによって、松本城周辺における渋滞緩和や当該地区内への不
要な通過車両の進入を抑制し、歩行の安全性や回遊性の向上につなげ、魅力と活力にあふれる都市を創出する。

　中心市街地（松本駅周辺約３００ha）では、平成１７年度から平成２１年度にかけて、都市再生整備計画に基づく道路整備や駐車場整備などのハード事業と、創業者支援などのソフト事業を組み合わせ、中心市街地の賑わい再生と活性化に取り組ん
だ。
　近年では、「松本城歴史的風致維持向上計画」を策定(平成２６年３月認定、平成２９年３月変更認定）し、豊かな自然環境と国宝松本城を中心として約４００年前に形成された町割や歴史的建造物等が調和した松本市固有の歴史的風致を活用したま
ちづくりに取り組んでいる。
　これまでの取組みによって、歴史的な資源を活用した一定のハード整備を行いながら、地元商店街連合会等と連携したイベントの定例化や空き店舗の活用等に向けた取組みが実現された。
　今後より一層中心市街地の魅力を高め、持続可能なまちづくりを推進するため、本市の象徴である国宝松本城を中心として都市機能の集約や居住の維持・誘導を図ることによって、多様な都市活動を楽しむことができ、様々なライフスタイルに対応し
たサービスを受けることができる新たなまちづくりを促進する段階に至っている。

・松本城三の丸地区においては、すでに進められている内環状北線整備や南・西外堀復元事業や、新たに着手する基幹博物館整備と一体となって、都市の魅力と活力を向上するための取組みが求められている。
・過度に自動車に頼らない、歩いて暮らせる松本型の集約型都市構造を実現するため、歩きやすく安全な歩行空間の構築や、利便性の高い公共交通等との連携が求められている。
・古い街並や歴史的な地域資源を活用し、市民や観光客等が集い・回遊するまちづくりが望まれている。

【松本市総合計画】
・基本目標の一つとして、「ともに学び合い人と文化を育むはち」を定め、個別基本施策として「城下町まつもとの再生」を掲げ、「松本城を中心としたまちづくり」を通じた品格のあるまちを目指している。
【松本市都市計画マスタープラン】
・同地区を含む中央部地域は、「歴史的遺産や豊かな水と緑を活かしたうるおいのある広域交流拠点」として、中心市街地活性化の取組みの推進や定住化促進に向けた解析な居住環境整備、多機能な中心市街地形成の方針を定めている。
【松本市立地適正化計画】
・同地区は都市機能誘導区域（都市中心拠点・中心市街地）に位置付け、拠点の特性を活かして、都市圏全体の核として拠点性の向上や多くの都市活動を創出する方針を掲げている。



都市構造再編集中支援事業の計画　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。
都市機能配置の考え方

都市再生整備計画の目標を達成するうえで必要な誘導施設の考え方

都市の再生のために必要となるその他の交付対象事業等

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人/9ｈ Ｈ21 R5

人 H23 R5

人/日 H26 R5

・郊外部については、広域的な道路交通や鉄道を軸として、大型商業施設や大規模工場等の集積が進んでいることから、無秩序な拡散を抑制しつつ鉄道駅周辺の交通利便性の高いエリアに適正な都市機能配置を行う。
・中心市街地については、本市の成り立ちが松本城を中心とした城下町であった歴史的な背景や、近代においては松本駅を中心とした交通結節機能の発展や商業・サービス業等が集積した経過を踏まえ、松本城～あがたの森～松本駅を包含するエ
リアにおいて更に都市の魅力を向上するための都市機能を集約したまちづくりを行う。
・とくに、松本城三の丸地区や親町３町枝町１０町２４小路と呼ばれる古くからのまち並みを残す城下町においては、歴史・文化資源の活用を図り、市街地や周囲を取り囲む自然をと調和した特色のある都市機能の誘導を行う。

　現在は史跡指定された松本城二の丸の立地し、老朽化・狭あい化が進む市立博物館を、松本城三の丸エリアに移転し、市内各所に点在する収蔵機能等を集約した基幹博物館（中心拠点誘導施設）として整備することによって、松本城を中心とした
まちづくりの拠点とする。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

まちなか歩行者数
まちなか歩行者数の定期調査（本町、大名町通り、縄手
通り、中町通り、公園通り、駅前通り）

都市の魅力を高める都市機能拡充によって、賑わいを創出 33,700 41,500

中心部５地区の人口 中心部５地区（第１、第２、第３、東部、中央地区）の人口
歴史・文化や自然、商業などに触れる機会を通して、移り住む「住
む人」を増加

14,149 14,368

公共交通利用者数
JR東日本、アルピコ交通バス路線及び上高地線の乗降
客数

まちづくりと都市交通が連携した取組みの推進によって、公共交通
利用者を増加

23500 25900



整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
【本市の特色を活かして、都市の拠点性を高めるための施設整備】
・地域の歴史・文化に関わる情報を発信するため、松本城三の丸エリア内に基幹博物館を整備する。
・予定地は現在市営駐車場として用いられているが、松本城～あがたの森～松本駅の中心市街地の核（都市のへそ）に相応しい、用途として活用するこ
とによって、より魅力あるまちづくりを推進する。

中心拠点誘導施設：基幹博物館整備（教育文化施設）

【博物館移転と一体となった周辺再整備】
・周辺の小路や松本城周辺の道路、松本駅から松本城につながる通り等を一体的かつ連続的に整備することにって、魅力と活力のある都市を想像す
る。
・博物館予定地の駐車機能のうち、平面駐車場（大型）を松本城三の丸エリアの外（フリンジ部）に再整備することによって、エリア内への大型バス流入を
抑制するとともに、新たに整備する平面式駐車場を起点として、松本城や街なかへの回遊を誘導する。

道路：市道１０５６号線、（都）内環状北線、（都）中条白板線（巾上工区）、
　　　　（都）中条白板線（白板工区）、市道１２２３号線
地域生活基盤施設：平面式駐車場整備
高質空間形成施設：土手小路整備、公園通り整備、内環状北線修景施設整備
街なみ環境整備事業：お城周辺地区第2ブロック
提案事業：三の丸地区（まちづくり活動推進事業）、松本駅東西自由通路（地域創造支援事業）

【まちづくりの住民参加】
・地元町会等を中心としたまちづくりに関わるワークショップの開催、住民発意によるまちづくり協定の締結など
・歩行者回遊性と滞在環境の向上を目的としたワークショップ等で専門家を交えたデザイン検討など

【官民連携事業】
 『道路占用許可特例　（都市再生特別措置法第46条10項）』
　・公募プロポーザルによって運営主体を選定し、コミュニティサイクル専用の自転車駐輪器具（サイクルポート）を活用して事業の管理・運営を図る。



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業） 様式（１）-④-１

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 松本市 直 L=140m,W=15～12m 31 4 31 4 330.3 330.3 330.3 330.3 -

道路 松本市 直 L=260m,W=31m 30 5 30 5 1,003.0 1,003.0 1,003.0 1,003.0 -

道路 松本市 直 L=265m,W=18m 30 4 30 4 827.3 827.3 827.3 827.3 -

道路 松本市 直 L=120m,W=18m 30 6 30 5 1,237.8 1,107.2 1,107.2 1,107.2 -

道路 松本市 直 L=180m,W=15.5m 31 4 31 4 465.2 465.2 465.2 465.2 -

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設（駐車場） 松本市 直 2,726㎡ 30 30 30 30 310.9 77.8 77.8 77.8 -

地域生活基盤施設（広場、緑地）

高質空間形成施設（緑化施設等） 松本市 直 L=185m,W=12m 30 4 30 4 156.0 156.0 156.0 156.0 -

高質空間形成施設（緑化施設等、電線類地下埋設） 松本市 直 L=165m,W=10m 30 5 30 5 295.2 295.2 295.2 295.2 -

高質空間形成施設（緑化施設等） 松本市 直 L=260m,W=31m 2 5 2 5 20.0 20.0 20.0 20.0 -

高質空間形成施設（緑化施設等）

高次都市施設 地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

誘導施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設 基幹博物館（博物館法第2条第1項） 松本市 直 8000㎡ 30 4 30 4 9,019.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 1.2

子育て支援施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

街なみ環境整備事業 松本市 直 6件 3 4 3 4 27.0 18.0 18.0 18.0 2.2

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 13,691.7 6,400.0 6,400.0 0.0 6,400.0 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

松本市 直 L=110m,W=11m 3 3 3 3 295.1 295.1 295.1 295.1

松本市 直 40ha 2 3 2 3 13.6 13.6 13.6 13.6

合計 308.7 308.7 308.7 0.0 308.7 …B

合計(A+B) 6,708.7
（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

街なみ環境整備事業 松本市 国土交通省 ○

大手門枡形広場街なか施設 松本市 ○

松本民芸・クラフト体験施設 松本市 ○

道路 市道２００２号線 松本市 国土交通省 ○

合計 0

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業活用調査

まちづくり活動
推進事業

専門家派遣（都市デザインアドバイザー） 三の丸地区

地域創造
支援事業

消化設備整備（スプリンクラー） 松本駅東西自由通路

事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目
事業 事業箇所名

住宅市街地総合整備事業

お城周辺地区（第2ブロック）

平面式駐車場

土手小路（市道１５０７号線）

公園通り（市道２５１８号線）

内環状北線修景施設

市道１２２３号線

交付期間内事業期間
細項目

市道１０５６号線

（都）内環状北線

（都）中条白板線（巾上工区）

（都）中条白板線（白板工区）

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 6,709 交付限度額 3,354 国費率 0.5

統合したB／Cを記入してください



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

　松本駅周辺地区（長野県松本市） 面積 ha 区域

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。

松本城

国
道
１
９
号 松本駅

あがたの森

北松本駅

西松本駅渚駅

●

市役所

●

市民芸術館

市立美術館

●

●

市立博物館

凡 例

都市機能誘導区域

主要道路

鉄道

整備計画区域

主要河川



まちなか歩行者数 （人/9h） 33,700 （21年度） → 41,500 （R5年度）

中心部５地区の人口 （人） 14,149 （23年度） → 14,368 （R5年度）

公共交通利用者数 （人/日） 23,500 （26年度） → 25,900 （R5年度）

松本駅周辺地区（長野県松本市）　整備方針概要図（都市構造再編集中支援事業）

目標
・都市機能の拡充と、小路や通りの整備を推進し、賑わいのある、回遊性の高いまちづくりを進める。

・歴史・文化や自然、商業などに触れる機会を通して、移り住む「住む人」を増加

・まちづくりと次世代交通政策を連携し、歩いて暮らせる集約型都市構造を実現

代表的な

指標

松本城

あがたの森

駅
ビ
ル

■基幹事業（高質空間形成施設）
土手小路整備

□提案事業（まちづくり活動推進事業）
三の丸エリアビジョン

■基幹事業（道路）
市道１０５６号線

イオンモール
松本

信濃毎日新聞社
松本本社

市役所

北松本駅

伊勢町

本
町

飯
田
町

小
池
町

宮
村
町

国道１５８号

松本
バスターミナル

■基幹事業(地域基盤施設[駐車場])
松本城大手門駐車場平面式駐車場

中町

■基幹事業（高質空間形成施設）
公園通り整備(高質化、地中化)

○関連事業
松本城南・西外堀復元事業

■基幹事業（中心拠点誘導施設[教育文化施設]）
松本市基幹博物館（博物館法第２条第１項）

■基幹事業（高質空間形成施設）
内環状北線修景施設(ｽﾄﾘｰﾄﾌｧﾆﾁｬｰ)

縄手六九町

あがたの森通り

松本駅

駅
西
側

旧開智学校

タウンスニーカー【西コース】
増便 10便→22便

ﾛﾝｸﾞｺｰｽ新設 0便→8便

タウンスニーカー【南コース】
増便 9便→23便

タウンスニーカー【北コース】
増便・ルート変更 8便→18便

タウンスニーカー【東コース】
増便・ルート変更 8便→34便

整備計画区域
(都市機能誘導区域)

国道・県道

北ｺｰｽ

東ｺｰｽ

南ｺｰｽ

西ｺｰｽ

コミュニティサイクル
（すいすいタウン）

基幹事業

凡 例

渚駅

信濃荒井駅

◇事業
パークアンドライド整備事業
大庭駅周辺（新設）
※中心市街地への自動車流入抑制

◇事業
パークアンドライド整備事業
平田駅（増設）
※中心市街地への自動車流入抑制

関連事業

主な民間開発
松本周遊バス(ﾀｳﾝｽﾆｰｶｰ)

○関連事業
松本民芸・クラフト体験施設整備

○関連事業
街なか施設整備[観光交流ｾﾝﾀｰ]

道路占用箇所)
既存箇所
（H29年度内設置含む）
予定箇所
（検討・調整中）

■道路事業（街路）
（都）内環状北線整備事業

■道路事業（街路）
（都）中条白板線整備事業（白板工区）

■道路事業（街路）
（都）中条白板線整備事業（巾上工区）

■基幹事業（道路）
市道１２２３号線

○関連事業
市道２００２号線

様式（１）-⑦-１

提案事業

■基幹事業（街なみ環境整備事業）
お城周辺地区第2ブロック

□提案事業（地域創造支援事業）
松本駅東西自由通路(スプリンクラー等整備)



様式（２）-①

都市再生整備計画の添付書類等

交付対象事業別概要

松本
まつもと

駅
えき

周辺
しゅうへん

地区　（長野
ながの

県松本
まつもと

市
し

）



様式（２）-②

松本駅周辺地区（長野県松本市）　現況図

【作成上の留意点】

・下図は白図を使用し、縮尺は1/25,000を
基本とし、適宜調整すること。
・スケールバー・方位を記入すること。
・計画区域の周辺がわかる範囲を対象と
すること。
・都市再生整備計画の区域を赤太線縁取りし、

地区名、区域面積を記入すること。

・まちなかウォーカブル推進事業の場合、まち

なかウォーカブル区域を緑色太線縁取り、地

区名、地区面積を記入すること。

・都市機能誘導区域を橙色点線縁取り、居住

誘導区域を青色点線縁取りすること。
・現況の土地利用状況がわかるようにす
ること。
・その他必要な事項を記載するときは、必
ず凡例を記入すること。

都市機能誘導区域

整備計画区域



交付限度額算定表（その１） 松本駅周辺地区　（長野県松本市）様式（２）-③

各事業の交付要綱に掲げる式による交付限度額の合計（X） 百万円 規則第16条第1項に基づく交付限度額（Y) 201,373.0 百万円 本計画における交付限度額 3,354.0 百万円

規則第16条第１項に基づく限度額算定

Ａｕ ㎡ Ａｐ 589900 ㎡ 住宅施設 0 円
公共施設の上限整備水準 公共施設の現況整備水準 建設予定戸数（戸） 超高層

区域面積（㎡） ○ 整備水準が明らかになっている類似市街地等からの推定 一般
推定現況整備水準(小数第２位まで) 0.17 合計 0
推定公共施設面積（㎡） 589900 標準整備費（円/戸） 超高層 一般

北海道特別地区 41,310,000 33,500,000
個別公共施設の積み上げ 北海道一般地区 38,190,000 30,990,000

面積（㎡） 割合 特別地区 49,120,000 35,690,000
道路 - 大都市地区 37,170,000 30,180,000
公園 - 多雪寒冷地区 41,510,000 32,370,000
広場 - 奄美地区 39,520,000 35,640,000

Ｃｌ 円/㎡ 緑地 - 沖縄地区 30,280,000 30,280,000
単位面積あたりの標準的な用地費 公共施設合計 0 0 一般地区 33,700,000 28,640,000

標準地点数
公示価格の平均値（円/㎡） Cnを考慮しない場合の交付限度額（Y1) 198761 百万円 市街地再開発事業による施設建築物 0 円

単位面積あたりの標準的な補償費 施設建築物の延べ面積（㎡）
当該区域内の戸数密度（戸/㎡） 標準共同施設整備費（円/㎡） 132,000
標準補償費（円/戸） ∑Ｃｎ 5,223,920,000 円

下水道 0 円 ○ 電線共同溝等 112,200,000 円
区域面積（㎡） 3,470,000 電線共同溝等延長（ｍ） 165

Ｃf 円/㎡ うち現況の供用済み区域面積（㎡） 標準整備費（円/ｍ） 680,000
標準整備費（円/㎡） 3,600

人工地盤 0 円
控除額 百万円 ○ 5,111,720,000 円 人工地盤の延べ面積（㎡）
まちづくり交付金とは別に国庫補助事業等により整備する施設 上限床面積（㎡） 9,400 標準整備費（円/㎡） 5,300,000

標準整備費（円/㎡） 543,800
協議して額を定める大規模構造物等 0 円

9283 調整池 0 円 大規模構造物等 協議状況 整備費（円）
調整池の容積（ｍ3）
標準整備費（円/ｍ3） 140,000

河川 0 円
河川整備延長（ｍ）

合計 9283 標準整備費（円/ｍ） 3,700,000 Ｃｎを考慮した場合の交付限度額（Y2) 201,373 百万円

各事業の交付要綱に掲げる式による交付限度額（活用する交付金の欄のみご記載ください。）
＜都市構造再編集中支援事業＞

3,354.0 百万円

＜都市再生整備計画事業＞
百万円

＜まちなかウォーカブル推進事業＞
百万円

3,354.0 X≦Yゆえ、

1,388,000

3,470,000

当該区域
の特性に
応じて国
土交通大
臣が定め
る割合

区域の面積が10ha未満の地区 0.50

最近の国勢調査の結果による人口集中地区内 0.45

その他の地域 0.40

480,600

3
163,800

0.002
44,000,000

23,000

4,400 地域交流センター等の公益施設（建築物）

施設名（事業名） 面積（㎡）
国庫補助事業
費等（百万円）

松本城南・西外堀復元 4400

4400

交付限度額(X1)

交付限度額(X2)

交付限度額(X3)



交付限度額算定表（その２）（都市構造再編集中支援事業） 様式（２）-④-１

【都市再生整備計画事業（都市再構築戦略事業を含む。）から都市構造再編集中支援事業へ移行する地区の場合】

交付要綱に掲げる式による限度額算定（詳細）

〇 交付対象事業費

※水色のセルに事業費等必要事項を入力して下さい。（事業費の単位：百万円）

本都市再生整備計画において活用した事業に「○」をご選択ください。

○

＜都市再生整備計画事業（通常）の国費率、執行事業費＞　※都市再生整備計画事業（通常）を活用した場合のみ記入
① （国費率）
② （事業費）

＜都市再生整備計画事業（国の重要施策に合致したもの）の国費率、執行事業費＞　※都市再生整備計画事業（国の重要施策に合致したもの）を活用した場合のみ記入
③ （国費率）
④ （事業費）

＜都市再構築戦略事業の国費率、執行事業費＞　※都市再構築戦略事業を活用した場合のみ記入
0.500 ⑤ （国費率）

2,963.000 ⑥ （事業費）

＜都市構造再編集中支援事業の国費率、執行事業費＞
＜都市機能誘導区域内＞ 以下の２つの条件それぞれについて、該当する場合は○を入力。

基幹事業合計（A） 6,400.000 ⑦ （事業費） 都市機能誘導区域面積割合が50％以上の場合
提案事業合計（B） 308.700 ⑧ （事業費） 提案事業枠２割拡充の適用
合計(A+B) 6,708.700 （事業費） ※都市機能誘導区域面積割合：都市機能誘導区域の面積の市街化区域等（市街化区域又は非線引き用途地域）の面積に占める割合。

＜都市機能誘導区域外＞

基幹事業合計（Ｃ） ⑨ （事業費）
（10/10×（A+B））＋（9/10×（Ｃ＋Ｄ））　（α1）
※都市機能誘導区域面積割合が50％以上の場合：
   （9/10×（A+B））＋（9/10×（Ｃ＋Ｄ））

6,708.700 ⑫

提案事業合計（Ｄ） ⑩ （事業費）
（10/9×（Ａ＋Ｃ））　（α２）
※提案事業２割拡充を適用する場合：
   （10/8×（Ａ＋Ｃ））

7,111.111 ⑬

合計(Ｃ+Ｄ) 0.000 （事業費） 交付要綱に基づく交付限度額（①、②の小さい方×1/2） 3,354.350 ⑭ （国費）
国費率（③÷(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)） 0.500 ⑮ （国費率）

変更提出日以降の執行事業費の総額 3,745.700 ⑪ （事業費）

交付限度額(①×②＋③×④＋⑤×⑥＋⑪×⑮) 3,354.350 ⑯ （国費）

○交付限度額、国費率

交付対象事業費(A+B+C+D) 6,708.7 （事業費）
交付要綱に基づく交付限度額
（⑯を１万円の位を切り捨て）

3,354.3 ⑰ （国費）

国費率 0.500 ⑱ （国費率）

国費率（変更提出日の前日における交付限度額を交付対象事業費で除した値）

※本シートについて、各自治体が交付限度額を算出する上での参考として添付しているものです。事業毎に状況が異なりますので、各自治体の責任において適切に交付限度額を算出するようお願いいたします。

都市再生整備計画事業（通常）
都市再生整備計画事業（国の重要施策に合致したもの）
都市再構築戦略事業

国費率（変更提出日の前日における交付限度額を交付対象事業費で除した値）
変更提出日の前日までの執行事業費

変更提出日の前日までの執行事業費

交付対象事業費

交付対象事業費

※都市再生整備計画事業（通常）から都市再生整備計画事業（国の重要施策に合致したもの）に移行した場合、 「変更提出日の前日」を「計画認定日の属する年度の年度末」に読み替え。

※都市再生整備計画事業（通常）から都市再構築戦略事業に移行した場合、「変更提出日の前日までの執行事業費」を「変更提出日の属する年度の年度末までの執行事業費」に読み替え。

国費率（変更提出日の前日における交付限度額を交付対象事業費で除した値）
変更提出日の前日までの執行事業費

※都市再生整備計画事業（国の重要施策に合致したもの）から都市再構築戦略事業に移行した場合、「変更提出日の前日までの執行事業費」を「変更提出日の属する年度の年度末までの執行
事業費」に読み替え。



交付限度額算定表（その２）（都市再生整備計画事業）

交付要綱に掲げる式による限度額算定（詳細）
※水色のセルに事業費等必要事項を入力して下さい。（事業費の単位：百万円）
○交付対象事業費

基幹事業合計（A） 6,400.000 A （事業費） １）式で求まる額（4/10*(A+B)） 2,683.480 ① （国費）
提案事業合計（B） 308.700 B （事業費） ２）式で求まる額（5/9*A） 3,555.556 ② （国費）
合計(A+B) 6,708.700 （事業費） 上記①、②の小さい方 2,683.480 ③ （国費）
提案事業割合(B/(A+B)) 0.047 国費率（③÷(A+B)） 0.400 ④ （国費率）

○拡充の有無
以下の２つの拡充のうち、いずれかの拡充がある場合は、該当する欄に○を入力。

（選択） ⇒ ３）式で求まる額（5/8*A） 0.000 ⑤ （国費）
（選択） ３)式の適用後（適用がある場合は３式反映） 2,683.480 ⑥ （国費）

３）式適用後の国費率（⑥÷(A+B)） 0.400 ⑦ （国費率）

○４）式の適用がある場合の事業費等
４）式の適用がある場合は、以下に事業費等を入力。

F （事業費） 適用前の国費率※ ⑧ （国費率）

0.000 （事業費）

適用対象となる基幹事業合計(A") A" （事業費） 適用対象事業費から求まる限度額 0.000 ⑨ （国費）
適用対象となる提案事業合計(B") B" （事業費） 適用後の国費率（⑨÷(A"+B")） #DIV/0! ⑩ （国費率）
適用対象事業のうち翌年度以降の執
行事業費（H）

H （事業費） ４）式適用後の限度額（⑧×F+⑩×H） #DIV/0! ⑪ （国費）

交付限度額 2,683.480 ⑫ （国費）

○交付限度額、国費率

交付対象事業費(A+B) 6,708.7 （事業費）
交付要綱に基づく交付限度額
（⑫を１万円の位を切り捨て）

2,683.4 ⑬ （国費）

国費率 0.400 ⑭ （国費率）

適用対象となる交付対象事業費(A"+B")
※計画認定日の属する年度の年度末における1)式から3)式を適用して算出した
　 交付限度額を交付対象事業費の事業費で除した値

※都市再生整備計画事業の当初から４）式の適用を受ける場合は、Fの欄を記入せず、
    A"、B"を記入し、A"=A、B"=B、H=A"+B"=A+Bとなる。

⇒

※本シートについて、各自治体が交付限度額を算出する上での参考として添付しているものです。事業毎に状況が異なりますので、各自治体の責任において適切に交付限度額を算出す
るようお願いいたします。

交付対象事業費
⇒

・３）式の適用〔提案事業枠２割拡充〕
・４）式の適用〔都市再生緊急整備地域等の国費率４５％拡充〕

４）式の適用を受ける
場合

計画の認定等の年度末までの執行事業
費（F）

⇒



年次計画（都市構造再編集中支援事業） 様式（２）-⑤-１

（事業費：百万円）

基幹事業

交付対象 平成３０年度 令和１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

事業費

道路 松本市 330.3 169.1 38.8 72.8 49.6

道路 （都）内環状北線 松本市 1,003.0 95.8 15.1 315.9 300.0 206.2 70.0

道路 （都）中条白板線（巾上工区） 松本市 827.3 272.0 146.8 141.2 186.0 81.3

道路 松本市 1,107.2 172.5 91.0 89.5 280.0 192.9 281.3

道路 松本市 465.2 59.2 83.0 130.0 193.0

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設（駐車場） 松本市 77.8 61.6 16.2

地域生活基盤施設（広場、緑地）

地域生活基盤施設（人工地盤等）

高質空間形成施設（緑化施設等） 松本市 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0

高質空間形成施設（緑化施設等） 松本市 156.0 7.4 56.0 92.6

高質空間形成施設（緑化施設等）

高質空間形成施設（緑化施設等、電線類地下埋設） 松本市 295.2 2.3 12.4 2.1 0.0 125.3 153.1

高次都市施設 地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

誘導施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設 松本市 2,100.0 137.6 196.6 1,179.3 586.5

子育て支援施設

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

街なみ環境整備事業 松本市 18.0 9.0 9.0

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

計 6,400.0 749.2 493.6 867.1 2,213.1 1,552.6 524.4

提案事業

交付対象 平成３０年度 令和１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

事業費

松本市 295.1 295.1

松本市 13.6 2.0 11.6

計 308.7 0.0 0.0 2.0 306.7 0.0 0.0

合計 6,708.7 749.2 493.6 869.1 2,519.8 1,552.6 524.4

累計進捗率　（％） 11.2% 18.5% 31.5% 69.0% 92.2% 100.0%

交付対象 令和　　年度 令和　　年度 令和　　年度 令和　　年度 令和　　年度 令和　　年度

事業費

0 0 0 0 0 0 0

累計進捗率 （％） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

全体 令和　　年度 令和　　年度 令和　　年度 令和　　年度 令和　　年度 令和　　年度

事業費

0 0 0 0 0 0 0

累計進捗率 （％） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

合計

（参考）関連事業

事業 事業箇所名 事業主体

事業主体

合計

（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

事業 事業箇所名

事業活用
調査

まちづくり活動
推進事業

専門家派遣（都市デザインアドバイザー） 三の丸地区

事業 事業箇所名 事業主体
細項目

地域創造
支援事業

消火設備整備（スプリンクラー） 松本駅東西自由通路（スプリンクラー等設置）

お城周辺地区（第2ブロック）

住宅市街地総合整備事業

公園通り（市道２５１８号線）

基幹博物館（博物館法第2条第1項）

既存建造物活用事業

平面式駐車場

内環状北線修景施設

土手小路（市道１５０７号線）

市道１２２３号線

事業 事業箇所名 事業主体
細項目

市道１０５６号線

（都）中条白板線（白板工区）



事業活用調査 ・ まちづくり活動推進事業 ・ 地域創造支援事業
（単位：百万円）

開始年度 完了年度 うち調査費 うち用地費 うち整備費 うち購入費
まちづくり活動推進事
業（専門家の派遣・ビ
ジョン作成）

松本城三の丸エリアでは、基幹博物館等の基幹事業
以外にも外堀復元、市庁舎建替などの大型公共事業
が実施される予定となっている。また、民間開発も想
定されることからエリア全体の価値を高めるため、松
本城三の丸エリアの最上位ビジョンを各分野の専門
家の助言を受けながら市民や関係団体等とともに作
成する。

市 40ha R2 R3 13.6 13.6 三の丸エリアビジョン作成・共有に伴う委託費
　・ 調査
　・ 市民意見の集約
　・ ビジョン作成
　・ 共有ツールの作成
専門家への報償費

地域創造支援事業
（松本駅東西自由通
路）

松本駅東西自由通路について、通路機能だけでなく
多くの人が集い交流できるスペースとするため、スプ
リンクラー等の消火設備の整備を行うもの。

市 L=110m,W
=11m

R3 R3 295.1 10 0 285.1 0 スプリンクラー等の消火設備の整備

事業名 事業概要 事業主体 規模
交付期間内事業期間 交付期間内事業費

事業費の主な使途概要 その他



地域創造支援事業（松本駅東西自由通路）　概要

●松本駅東西自由通路整備の概要

１ 施設規模 L=110ｍ、W=11m
２ 整備内容 スプリンクラーの設置※

※消防法上の用途を変更し、イベントスペースとしても活用

変更前：（単体用途）車両停車場

変更後：（複合用途）車両停車場、集会場等



まちづくり活動推進事業（三の丸エリアビジョン）　概要

①

②

③

④
⑤

⑬

⑥

松本城

松本駅

イオンモール

A  女鳥羽川

三の丸エリア（検討範囲）

エリア内の公共事業

①南西外堀（検討）
②内環状道路北側(計画中)
③市役所庁舎敷地（検討）
④基幹博物館（整備中）
⑤大手門枡形跡広場(検討)
⑥大名町通り（検討）
⑦土手小路（計画中）

エリア周辺の主な公共施設

⑧松本城公園
⑨下町会館
⑩辰巳の御庭
⑪縄手通り
⑫土塁公園
⑬中央図書館
⑭旧開智学校・旧司祭館
⑮丸の内緑地
⑯池上百竹亭

⑧

⑨

⑩
⑪

⑫

⑮

⑧
⑧

⑦

至信州大

学

三の丸エリア外（参考）

A 女鳥羽川

B 通過交通抑制エリア（案）

⑭

⑯

あがたの森公園

B 抑制エリ

１ 庁内外の枠組みイメージ

(仮称)三の丸エリアビジョン作成実行委員会

関連団体の長で構成する委員会（最高決定機関）

ビジョンを具体的に検討する組織（タスクフォース）

自ら考え行動する市民

（事業・プログラムの実践）

庁内プロジェクトチーム

（所管業務への反映）

受託事業者

（ビジョン作成の実作業）

（仮称）三の丸エリアビジョンアドバイザー

各分野の専門家（助言・協力）

業務主旨
松本城三の丸エリアの最上位ビジョンを作成

する。現在の松本城公園を四方へ広げるイメー
ジで三の丸エリア全体の在り方を考え、エリア
内の各種計画・大規模公共事業・既存公共施設
はビジョンを実現するため計画・整備・運営す
ることを調整・共有する。

業務の要点
各分野の専門家の助言を受け、作成過程で

庁内プロジェクトチームと市民が深く議論し、
意見を反映するものとする。大規模公共事業
や民間開発事業において、公民連携でビジョ
ン実現を図るエリアマネージメントの素地を
構築する。

ビジョン作成業務委託

専門家報償費



道路

　都市計画道路名
又はその他道路名 区間

道路
区分

事業
主体

事業
手法 工種 延長

整備後
車線数

歩道
幅員

まち交
事業費

まち交における
事業期間 事業内容

都市計画
決定 備　　考

整備前 整備 （年度）
注１) 注２) m m m 車線 ｍ 百万円 注３） 年月 注４）

＜道路＞ －

市道1056号線 ～ 地 市 － 改良 140 7 12~15 2 2.5 330.3 R1～R4 道路拡幅・交差点改良

（都）内環状北線 ～ 街 市 － 改良 260 7 31 4 5.5～9.5 1003 H30～R5 道路改築 Ｈ12年2月
（都）中条白板線
（巾上工区） ～ 街 市 － 改良 265 8 18 2 4 827.3 H30～R4 道路改築 Ｈ13年7月
（都）中条白板線
（白板工区） ～ 街 市 － 改良 120 7 18 2 4.5 1107.2 H30～R5 道路改築・交差点改良・橋梁架替Ｈ13年7月

市道1223号線 ～ 地 市 － 改良 180 11.8 15.5 2 2～2.5 465.2 R1～R4 交差点改良

（参考）

＜関連事業＞

＊本調書にはｱ)交付対象事業「道路」（街路、地方道、国道、その他）、ｲ)関連事業道路のすべてを記載すること。
　　注１）＜道路＞については、街、地、国、他の別を記載。
             ＜関連事業＞については、国、主、一、市の別を記載。
　　　　　　ただし、街：街路、地：地方道（市町村道）、国：国道、主：主要地方道、一：一般都道府県道、市：市町村道、他：いずれにも該当しないもの
　　注２）＜関連事業＞について通、交、地特、単独、促の別等を記載。補足説明すべき点は備考欄に説明を記載。
　　注３）施設の構造、工法、及び地方道事業においては細工種、街路事業においては沿道区画整理型街路事業等の事業名

　 　　注４）備考には現在の道路状況を把握するために必要なその他の事項で、交通量（人／日）、混雑度等を記載
　　　　　（例）･道路改築：交通量（人／日）、混雑度等
　　　　　　　　･自転車駐車場：都市計画決定の有無、面積、利用台数等
＊不足する場合は適宜行を追加すること

幅員



道路（市道１０５６号線）　概要



道路（（都）内環状北線）　概要



道路（（都）中条白板線（巾上工区））　概要



道路（（都）中条白板線（白板工区））　概要



道路（市道１２２３号線）　概要



地域生活基盤施設 単位：百万円

概要 交付期間内事業費内訳

交付対象施設 施設名 事業主体 （面積、幅員、 交付期間内 設計費 用地費 施設整備費 備考

（路線名等） 延長、規模等） 事業費 うち購入費

緑地 －

広場 －

駐車場 平面式駐車場 市

2726m2、大型12台、障
害者2台、自動二輪者15
台、ハイルーフ車2台、
管理棟

77.8 77.8
全体事業費 310.9(a)
対象事業費＝a*1/4

自転車駐車場

荷物共同集配施設

公開空地 －

情報板 －

施設種別：

－

合計 － － － 77.8 77.8

人工地盤

地域防災施設



地域生活基盤施設（平面式駐車場）　概要



高質空間形成施設 単位：百万円

概要 交付期間内事業費内訳

交付対象施設 施設名 事業主体 （箇所数、規模等） 交付期間内 備考

事業費 設計費 用地費 施設整備費

緑化施設等（植栽・緑化施
設、せせらぎ・カスケード、カ
ラー舗装・石畳、照明施設、
ストリートファニチャー・モ
ニュメント等）

内環状北線修景施
設

市 L=260m,W=31m 20

植栽・緑化施設、石
畳舗装、照明施設、
ストリートファニ
チャー、案内板等

緑化施設等（植栽・緑化施
設、せせらぎ・カスケード、カ
ラー舗装・石畳、照明施設、
ストリートファニチャー・モ
ニュメント等）

土手小路（1507号
線）

市 L=185m,W=12m 156 同上

緑化施設等および
電線類地下埋設施設 公園通り（2518号線)

市 L=165m,W=10m 295.2
同上および電線類
地中化

電線類地下埋設施設

電柱電線類移設

地域冷暖房施設 － －

歩行支援施設、障害者誘導
施設等

情報化基盤施設

合計 － － －



高質空間形成施設施設（内環状北線修景施設）　概要



高質空間形成施設施設（土手小路）　概要



高質空間形成施設施設（公園通り）　概要



街なみ環境整備事業

１　地区概要
促進区域名 接道不良住宅 戸

所在地 住宅戸数密度 戸／ha

促進区域面積 ６ｍ以上道路延長 ｍ

事業地区名 公園、広場、緑地面積 ㎡

事業地区面積 ☑ 条例等により景観形成を図るべきこととされている

（参考）事業期間 令和3年度　～　令和4年度 　条例等の名称 区域の位置づけ

交付期間内事業期間 令和3年度　～　令和4年度 □ まちなかウォーカブル区域 ha

□ 街づくり協定承認日

２　事業概要 単位:百万円

項目 施行者 直接／間接
(参考)

全体事業費
交付期間内事業費 交付対象 備考

うち官負担分 うち民負担分 事業費

道路 用地買収 ㎡

整備 ㎡

通路 用地買収 ㎡

整備 ㎡

小公園・緑地 用地買収 ㎡

整備 ㎡

測量・調査・設計

空家住宅等除却 戸

電線の地中化 m

ストリートファニチャー 整備 基

案内板 整備 個

その他

門、塀等の移設

分筆登記

修景施設整備 6 棟 直接 27 18 18 18

共同建替等共同施設整備 戸

合計 ー ー

注） 記入にあたっては、街なみ環境整備事業制度要綱等を参照のこと
　　 促進区域、事業地区の区域及び整備内容を表した図面を添付すること

「ウォーカブル区域（グランウドレベル）」欄には、ウォーカブル区域において実施するグラウンドレベル（１階部分）の整備の場合は「○」を選択すること

お城周辺地区第2ブロック （区域面積　　　　　haの　　　　　　　　％）

歩いてみたい城下町区域（街なみ環境整備促進区域）
□

12ha

（区域内の住宅戸数　　　　　戸の　　　　　％）

長野県松本市

84ha
□

（区域内の道路総延長　　　　ｍの　　　　　％）

ウォーカブル
区域（グラウ
ンドレベル）

数量 事業主体

本促進区域については、平成
22年度から街なみ環境整備事
業（国交省住宅局）の補助を
受け実施してきている。
令和3年度から本促進地区を
含む都市再生整備計画（松本
駅周辺地区）に移行し、歴史
的なまちなみにふさわしい景
観整備をその他基幹事業と一
体的に実施することで、魅力
ある空間の創出及び回遊性
の向上に効果を上げる。

ー

街
な
み
整
備
事
業

松本市景観条例

助
成
事
業

松本市



街なみ環境整備事業（お城周辺地区第2ブロック）　概要

①事業概要︓お城周辺地区まちづくり推進協議
会第２ブロック区域内の住民等で
構成するまちづくり協定運営委員会
と連携し、建物ファサード整備費
の補助を行うもの

②補助金額︓対象事業費の１／２
対象事業費︓整備費の２／３(上限３００万

円)
③想定件数︓３件／年
④事業年度︓Ｒ３～４
⑤経 過︓Ｈ２８ まちづくり協定策定

Ｈ２９ 街並ガイドライン策定
Ｈ３０～補助開始

⑥そ の 他 ︓Ｈ３０～Ｒ２まで長野県の街なみ環
境整備事業により国庫補助

お城周辺地区
第２ブロック

松本城

松本市役所

千歳橋

修景前 修景後

街なみ環境整備促進区域

お城周辺地区第２ブロック

凡　　例



誘導施設

誘導施設① （金額の単位は百万円）

開始
年度

終了
年度

設計費
土地整
備費(*)

用地取
得費(*)

共同施
設整備
費(*)

専有部
整備費
（23％）

(*)

基幹博物館 市 松本駅から600ｍ 2100㎡
ＲＣ　３階建て
床面積8,000㎡
基幹博物館

H30 R4 2,100 135 143 1822

誘導施設② （金額の単位は百万円）

開始
年度

終了
年度

設計費
土地整
備費(*)

用地取
得費(*)

共同施
設整備
費(*)

専有部
整備費
（23％）

(*)

既存建造物活用事業 （金額の単位は百万円）

開始
年度

終了
年度

設計費
土地整
備費(*)

用地取
得費(*)

共同施
設整備
費(*)

専有部
整備費
（23％）

(*)

交付対
象事業

費

交付対象事業費の内訳
（市町村が整備主体の場合）

交付対象事業費
（民間事業者が整備主体の場合）

備考

※民間事業者が整備主体の場合
で、交付対象事業費に1.20を乗じ
た場合には合致する要件等を記

載。
設計費 用地費 整備費 購入費

自治体
負担額

施設整備に要する費用の内訳
*について、要件を満たし、1.20を乗じる場合に

はその額を記入
施設名 事業主体 位置

事業
地区面積

概要（施設床面積、延長、整備内容
等）

交付期間内
事業期間

備考

※民間事業者が整備主体の場合
で、交付対象事業費に1.20を乗じ
た場合には合致する要件等を記

載。

自治体
負担額

設計費 用地費

位置事業主体施設名
事業

地区面積
概要（施設床面積、延長、整備内容

等）

交付期間内
事業期間

交付対
象事業

費

交付対象事業費の内訳
（市町村が整備主体の場合）

備考

※民間事業者が整備主体の場合
で、交付対象事業費に1.20を乗じ
た場合には合致する要件等を記

載。
設計費 用地費 整備費 購入費

施設名 事業主体 位置
事業

地区面積
概要（施設床面積、延長、整備内容

等）

交付期間内
事業期間

交付対
象事業

費

交付対象事業費の内訳
（市町村が整備主体の場合）

交付対象事業費
（民間事業者が整備主体の場合）

自治体
負担額

施設整備に要する費用の内訳
*について、要件を満たし、1.20を乗じる場合に

はその額を記入

整備費 購入費

交付対象事業費
（民間事業者が整備主体の場合）

施設整備に要する費用の内訳
*について、要件を満たし、1.20を乗じる場合に

はその額を記入



種別 中心拠点誘導施設 施設名 基幹博物館 位置 大手３丁目

制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

①公共交通圏

②DID地区

③公共用地率１５％以上となる

松本駅半径1km

中心拠点区域

都市機能誘導区域

整備計画区域



種別 中心拠点誘導施設 施設名 基幹博物館 位置 大手3丁目

制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図



道路占用許
可特例（都
市再生特別
措置法46条
10項）

都市再生整
備歩行者経
路協定（都
市再生特別
措置法46条
12項）

都市利便増
進協定（都
市再生特別
措置法46条
13項）

河川敷地占
用許可（河
川敷地戦況
許可準則
22）

1

●自転車駐輪器具
　（サイクルポート）の整備

公募プロポーザルによって運営主
体を決定し、コミュニティサイク
ル専用の自転車駐輪器具を活用し
て事業の管理・運営を図る。

自動車に依存した交通行
動の転換、健康の増進、
にぎわいのあるまちづく
り、交通渋滞の緩和を目
的とする。

H30～H33
実施主体：松本市
運営主体：民間事業者

○

2

3

4

協定制度等の取組み
官民連携によるエリアマネジメント方針等

事
業
番
号

事業
事業の目的／事業によって解
決される課題

事業期間 事業主体

活用する制度



制度別詳細（道路占用に関する事項）都市再生特別措置法第46条10項

占用の場所 道路交通環境の維持及び向上を図るための措置

1
自転車駐輪器具
（サイクルポート）

①路線名：市道２０１４号線
　　　　　　歩道部（深志１丁目４－２）
②路線名：市道２０４２号線
　　　　　　歩道部（深志３丁目３３－１７）

・自転車駐輪器具に落ち葉が吹きだまらないよう、乗り降りするエリ
アをこまめに清掃する。
・自転車駐輪器具設置箇所の周囲で違法駐輪が発生しないよう、
注意喚起を徹底する。

2

3

4

制度の活用計画

占用対象施設

道
路
占
用
許
可
特
例
対
象
施
設



施設（高次都市施設・誘導施設等）必要性

事業の熟度 建設 ○ 購入

○

○

○

○

⑤計画・設計段階から民間ノウハウを活用して効率的なサービス提供や施設規
模の適正化等を検討するとともに、民間資金等の活用を検討すること。　※誘導
施設のみ

ハコモノ要件 ③三位一体改革で税源移譲対象となっていない

④他省庁の補助制度がない　※他省庁へ補助制度がないことを確認すること。

年間　　約70万人 （松本城と一体となった利用者数（実績））

・松本城登城者だけでなく、中町や縄手通り等の周辺観光スポットを訪れた観光客等の利用が見込まれること
から、整備後は現状程度以上の利用が見込まれる。
・また、新たに「交流・情報交換」、「集客・観光」を備える施設として整備するため、観光客のみならず、市民の利
用が見込まれる。

必要性等

・既存の松本市博物館は松本城二の丸地区（史跡）に立地し、築50年が経過し老朽化・狭隘化が著しいものの
現地での建替え等が困難
・市内各所に点在する一部の既存関連施設においても、同様に老朽化や機能の低下が進んでおり、希少性の
高い資料等を適切に保管することが困難
・これらの課題に対応しつつ、松本市公共施設等総合管理計画に基づいて、類似施設の改廃を進めるため、基
幹的な博物館を整備することが必要

利用見込み

年度計画(百万円) H30：460（設計・補償・解体工事）、H31：820（建築）、H32：820（建築）

延べ床面積（㎡） 8,000

H30～H34

施設の名称 基幹博物館

事業費（百万円）

②郊外からの移転　・　統廃合　・　他施設との合築　・　個別施設計画・ＰＲＥ活用計画への明確な位置付け

①維持管理費を算出し国に提出している

H29.7設計プロポーザル実施済、基本設計中

施設の概要

　松本市基幹博物館基本構想（H21.3）、松本市基幹博物館施設構想（H29.3）に基づき整備
するものであり、従来からの博物館機能「収集・保存」、「調査・研究」、「展示・学習支援」に
加えて、新たに「交流・情報交換」、「集客・観光」を備える施設とする。また、既存関連施設
との機能分担を図りながら、「希少性が特に高い資料」「温湿度管理が必要な資料」「展開・
活用が期待される資料」等を一元的に集約し、資料の収蔵を図る。

博物館　：収集・保存機能1,940m2、調査・研究機能280m2、展示2,500m2
地域交流：学習支援560m2、交流・情報交換・集客・観光機能　　270m2
共有：共用スペース　　1,550m2、施設管理　900m2
合計＝最大8,000m2

支援対象

維持管理費（人件
費含む）

156,690千円／年

都道府県 長野県 市町村 松本市

事業期間

9,019.0

地区名 松本駅周辺地区



立地適正化計画の作成・公表 ○

都市機能誘導区域の記載 ○

居住誘導区域の記載 ○
公的不動産の活用の考え方の記載

都市機能誘導区域面積割合※ 19.5

新設
既存
活用

③教育文化施設

※【ハコモノ要件】②について

【ハコモノ要件】（市町村が整備する場合のみ記載） 1)郊外からまちなかへの移転

○ 2)施設の統廃合

○ 3)他施設との合築

○ 4)個別施設計画・ＰＲＥ活用計画への明確な位置付け

○ ※ハコモノ要件④について、他省庁へ補助制度がないことを確認すること。

※ハコモノ要件⑤について、検討内容を確認できる資料を添付すること。

上記で既存建造物を活用する施設にチェックした場合は、下記の項目を記入。（賃借の場合は期間や賃借料が分かる資料を添付すること）

整備する施設名 施設区分
交付対象事業
に賃借を含む

期間内
賃借料の総額

交付対象
事業費

うち
購入費

誘導施設整備に他局他省庁補助が存在する場合は、下記の項目を記入。（交付対象事業費が重複していないことが分かる資料を添付すること）

※記入した補助が適用されない場合はその理由を別途添付すること

該当する施設区分 省庁・局名 補助金・交付金等の名称
補助制度の
活用の有無

国費率 交付期間
交付対象
事業費

＜中心拠点誘導施設の整備費の内訳（他局他省庁補助の入る部分の整備費を除く）＞
設計費 百万円 ×1.0 百万円

土地整備費 百万円 ×1.2 百万円

用地取得費 百万円 （うち公共部分） 百万円 ×1.2 百万円

共同施設整備費 百万円 ×1.2 百万円

専有部整備費 2,100.0 百万円 （うち23％部分） 百万円 ×1.2 百万円

総事業費 2,100.0 百万円 総事業費（通常） 百万円 総事業費（1.2倍適用） 百万円

＜既存建造物を活用する施設の整備費の内訳（他局他省庁補助の入る部分の整備費を除く）＞
設計費 百万円 ×1.0 百万円

土地整備費 百万円 ×1.2 百万円

用地取得費 百万円 （うち公共部分） 百万円 ×1.0 百万円

共同施設整備費 百万円 ×1.2 百万円

専有部整備費 百万円 （うち23％部分） 百万円 ×1.2 百万円

総事業費 0.0 百万円 総事業費（通常） 百万円 総事業費（1.2倍適用） 百万円

誘導施設整備適用シート

市町村名：長野県松本市
地区名：松本駅周辺地区

施設要件

立地適正化計画に誘導施設としての位置付け ○

活用する既存建造物の概要

【立地適正化計画】

記載日：H29年3月31日

記載日（予定日）：H31年3月31日

作成・公表日：H29年3月31日

（％） ※都市機能誘導区域面積割合：都市機能誘導区域の面積の市街化区域等（市街化区域又は非線引き用途地域）の面積に占める割合。
　 別途、都市機能誘導区域面積割合がわかる資料を添付すること。

【誘導施設】

備考

0.0

0.0

0.0 0.0

483.0

483.0 0.0

誘導施設の整備主体が市町村から間接補助を受けて事業を実施する特定非営利法人等及び民間事業者等の場合は、以下の項目を記入。
（貸床・定期借地権による収入がわかる資料を添付すること）

整備に要する費用（設計費を除く）を１．２倍する場合の要件整備する施設名

賃借期間

地区面積が300㎡以上

①医療施設

（根拠法：　　　　　　　　　　　　　　　）

医療計画等との連携

②社会福祉施設

（根拠法：　　　　　　　　　　　　　　　）

子ども・子育て支援事業計画等との連携

（根拠法：博物館法第2条　　　　　　　　）

④子育て支援施設

（根拠基準：　　　　　　　　　　　　　）

①維持管理費を策定し国に提出済

②要件１）～４）※に該当する (   　)

③税源移譲対象となっていない

④他省庁の補助制度がない※

⑤計画・設計段階から民間ノウハウを活用して効
率的なサービス提供や施設規模の適正化等を
検討するとともに、民間資金等の活用を検討。

①低未利用地において誘導施設を整備することにより、土地の有効活用を図り、生活機能を確保する事業

②医療、社会福祉、行政等の複数の機能を有する施設（複数市町村が連携して立地適正化計画を作成し、共同
利用する単一機能の施設を含む。）の整備により、まちの核となる拠点を形成する事業

③複数の敷地を集約・整序し、土地の有効活用を図り、誘導施設を整備する事業

④既存建造物の改修

⑤災害ハザードエリアから移転を行う事業（立地適正化計画に位置付けた防災対策として実施する事業に限
る。）

（施設区分：　　　　　　　　　　　　　　）



計画の名称：松本城を中心としたまちづくり都市再生整備計画　事業主体名：松本市　　　　          　

チェック欄

　１）まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。 ○

　２）上位計画等と整合性が確保されている。 ○

　１）地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 ○

　２）まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い ○

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 ○

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 ○

　３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 ○

　４）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 ○

　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 ○

　１）十分な事業効果が確認されている。 ○

　２）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 ○

　１）まちづくりに向けた機運がある。 ○

　２）住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。 ○

　３）継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 ○

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 ○

　２）交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。 ○

　３）計画について住民等との間で合意が形成されている。 ○

都市構造再編集中支援事業事前評価シート

Ⅱ．計画の効果・効率性

③目標と事業内容の整合性等

①都市再生基本方針との適合等

②地域の課題への対応

⑤地元の熱意

⑥円滑な事業執行の環境

Ⅲ．計画の実現可能性

Ⅰ．目標の妥当性

④事業の効果


